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社会福祉法人そよかぜ給与規程 

 

第１章 総 則 

 

（適用範囲） 

第１条 就業規則（正規職員用）第３９条の規定により、職員の給与については本規程

の定めるところによる。 

２ 前項の職員とは、就業規則（正規職員用）第４条により採用されたものをいう。 

３ 有期契約職員・パートタイマー等については別に定める。 

 

（給与の種類） 

第２条 職員の給与は、本俸及び諸手当とする。 

 

（給与の締切日と支払日等） 

第３条 給与の締切期間は、当月１日から末日までの期間とし、その期間の分を翌月 

２０日（その日が休日にあたるときはその前日）に支給する。 

２ 新たに職員となった者に対しては、その日から給与を支給し、昇給、降給等により

給与額に異動が生じた者は、その日から新たに定められた給与を支給する。 

３ 職員が離職したときは、その日までの給与を支給する。 

４ 職員が死亡したときは、その日までの給与を支給する。 

５ 第１項又は第２項の規定により給与を支給する場合であって、給与期間の初日から

支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その

給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割に

よって計算する。 

 

（給与の計算方法） 

第４条 所定の勤務時間の全部又は一部について業務に従事しなかった時間に対する給

与は支給しない。 

２ 前項で控除対象となる日・時間に対する額の算定は次のとおりとする。 

  １）１時間当たり ＝ （本俸＋手当）÷ １６８ 

  ２）１日当たり  ＝ （本俸＋手当）÷  ２１ 

 

（給与の支払いと控除） 

第５条 給与は通貨で直接職員にその全額を支給する。ただし、法令に別段の定めがあ

るもの及び職員の代表者と書面により協定したものは、これを控除して支給すること

ができる。 

２ 職員の同意を得た場合は、前号によらず当該職員の指定する金融機関の当該職員の

預金口座等への振り込みによることができる。 

３ 原則として給与の前払いはしない。 
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（休職期間中の給与） 

第６条 就業規則第１２条第２項の規定により、休職期間中の給与は支給しない。 

 

第２章 本 俸 

 

（給与形態・本俸月額） 

第７条 職員の本俸は月額制とする。 

２ 職員の本俸月額は、別に定める給料表によるものとする。ただし、特別の事情によ

り給料表により難い場合は、その都度定める。 

３ 職員に適用される給料表の等級は、その職務の内容及び責任の度合等に基づき分類

するものとし、その業務の基準となるべき標準的な職務の内容は次のとおりとする。 

（１） １級（一般初級） 通常の業務に必要な基礎的知識等により行う職務 

（２） ２級（一般上級） 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

（３） ３級（指導職）  所属上司の指揮監督を受け、チームリーダーとして担当 

             業務の統括ならびに職員の指導育成等を行う職務 

（４） ４級（管理職）  施設長の命を受け、事業所の長又はそれに準ずる者とし 

             て業務をつかさどり、所属職員の指揮監督を行う職務 

（５） ５級（施設長）  理事長の命を受け、法人運営の総括を行う職務 

 

（初任給） 

第８条 職員の本俸の初任給は原則として別に定める給料表のとおりとし、職員の経歴、

技能及び職務内容等を考慮して各人ごとに定める。 

 

（昇給・降給） 

第９条 昇給は本俸について行い、現に受けている号給を受けるに至ったときから１２

カ月以上勤務した者につき、原則として同一給料表及び同一等級のその１号上位の号

給に昇給させることができる。 

２ 法人の財務状況、その他やむを得ない事由があるときは昇給しない又は降給する場

合がある。 

３ 昇給は、原則として毎年１回４月に行う。 

 

（昇格・降格） 

第 10条 事業経営の状況及び職員の業績等により昇格させること及び降格させることが

できる。 

２ 昇格は、昇格前に受けている本俸月額を上位の級の同額の号給又は直近上位の本俸

月額に格付けることにより行う。 

３ 降格は、降格前に受けている本俸月額を下位の級の同額の号給又は直近上位の本俸

月額に格付けることにより行う。なお、直近上位の号給がない場合は、直近上位を求

める級の最高号給とその１号下位の号給との間差分を加算し現号給の本俸月額を初め
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て上回った額をもって直近上位の号給とする。 

 

第３章 手 当 

 

（手当の種類、支給額、支給要件等） 

第 11条 職員に支給する手当の種類、支給額、支給要件等は、法人が別に定める手当表

によるものとする。 

 

（賞与） 

第 12条 賞与は、原則として毎年６月及び１２月に支給する。 

２ 賞与算定の基礎となる期間は、次のとおりとし、支給率及びその他必要な事項は、

その都度、理事会において定める。 

夏季 １２月１日から ５月３１日までの６ヵ月 

冬季 ６月１日から １１月３０日までの６ヵ月 

３ 期間中の途中採用者については、所定給付額÷当該期間月数×勤務月数とする。 

なお、月の途中でその月の１５日以前に新たに採用された職員については、その月は

１カ月として計算し、１６日以後に採用された職員については、その月はなかったも

のとみなす。 

 

（賞与支給の制限） 

第 13条 次の各号に掲げる者には支給しない。 

（１）就業規則第１０条の規定に該当して休職中の者 

（２）支給日に在職しない者 

（３）その他、理事会において、特に認められる者 

 

第４章 雑 則 

 

（実施規定） 

第 14条 この規程に定めるもののほか、実施にあたっての必要な事項は、法人理事長が

定める。 

 

（改正） 

第 15条 この規程の改正は、職員の代表者の意見を聴いたうえ、法人理事会の議決によ

り行う。 

 

附 則 

本規程は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

平成２５年 ８月 １日改定（第３章 手当） 

平成２６年１０月 １日改定（第２章 本俸） 

平成２８年１２月２２日改定（第１章 総則） 
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平成３０年 １月２４日改定（第３章 手当） 
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